
｢ならのがん医療見える化推進事業」業務委託 公募型プロポーザル説明書 
 １ 目的 「第 3期奈良県がん対策推進計画」の最終目標である「がんの 75歳未満年齢調整死亡率の減少」の実現に向け、「医療の質の充実」及び「データに基づいたがん対策の推進」をめざし、「（１）がん診療情報の見える化」及び「（２）地域別がん対策の見える化」を推進する事業を実施する。 
 ２ 業務概要 （１）名称    平成 30年度ならのがん医療見える化推進事業 （２）業務の内容    仕様書に示す内容の業務を実施 （３）契約期間    契約締結の日から平成 31年３月 22日（金）まで （４）委託料上限額    8,459,700円（消費税及び地方消費税を含む）    ＊この費用には、企画提案書に基づく委託業務の全て及び奈良県との打ち合わせに要する費用も含む。    ＊当該業務は、国の補助金の状況により、契約内容を変更する場合がある。なお、その際には委託料に応じて、業務内容を改めて協議することとする。 （５）契約方法    随意契約（地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号）     奈良県が企画提案を公募し、その内容を審査した結果、最優秀提案者を随意契約相手方の候補者とする。（公募型プロポーザル方式） 

 ３ 参加資格等   次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。 （１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者 （２）参加申込書の提出時点において、奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加資格停止措置又は奈良県建設工事請負契約に係る入札参加停止措置要領による入札参加停止措置を受けていない者。 （３）物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規定（平成７年12月奈良県告示第425号）による奈良県競争入札参加資格者で、主たる営業種目を「Ｑ４（③調査分析業務）」に登録している法人であること。（ただし、企画提案書提出時点において登録が認めら



れていれば可とする。） （４）平成 25年 4月 1日以降に国又は地方公共団体における医療・介護関連のデータ分析、分析結果を活用した施策の提案に関する契約実績を有している者。 （５）奈良県内に事業所等を有するもの又は、県内に事業所等がないものであっても県の求めに応じて速やかに来訪することが可能であること。 ＊なお、提出書類を提出後においても、奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加資格停止措置又は奈良県建設工事請負契約に係る入札参加停止措置要領による入札参加停止措置等の事由に該当した場合は、参加資格の喪失または特定の取消とする。 
 ４ 参加方法  本プロポーザルへの参加を希望する場合、所定の参加申込書及び企画提案書等を期限までに提出すること。 

 ５ 公募型プロポーザル説明書等の交付場所、交付期間等 （１）交付場所    奈良県 福祉医療部 医療政策局 疾病対策課 がん対策係（県庁主棟３階）     〒630-8501 奈良市登大路町 30番地  TEL:0742-27-8928 （２）交付期間    平成 30年５月 21日（月）～平成 30年５月 30日（水）まで   （但し、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前９時～午後５時まで） （３）交付資料   （１）に示す場所において次の書類を交付する。     ・公募型プロポーザル説明書     ・業務委託仕様書     ・提出様式（様式１～様式 11）及び質問票（様式 12）     なお、上記書類は奈良県ホームページにも掲載します。    （奈良県ホームページのトップページ→県の組織→疾病対策課→新着情報） 
 ６ 説明会の開催  本プロポーザルの実施にかかる説明会は行わない。 
 

 

 

 

 



７ 参加申込書の提出  公募型プロポーザル参加希望者は、次の書類を期限までに提出すること。 

 提出書類    ①参加申込書【様式１】  ②事業者概要書【様式２】 
 提出部数   １部 
 提出期限   平成30年５月30日（水）午後５時まで（必着） 

 提出方法    持参又は郵送による。郵送の場合は、書留郵便のほか、簡易書留、宅配便等配達されたことが確認できる方法により、期限までに必着すること。 
 提出場所      〒630-8501 奈良市登大路町30番地  奈良県福祉医療部医療政策局疾病対策課がん対策係  電話:0742-27-8928 FAX:0742-27-8262 
  その他     提出書類に虚偽の記載が判明した場合は、参加資格を取り消す。  ８ 質疑及び回答 
 質問方法     質問がある場合は、「質問票」【様式12】によりFAXにて行うこと。その際、件名を「ならのがん医療見える化推進事業に関する質問」とし、 

FAX送信後は、必ず電話にて送信した旨を連絡すること。 
  提出先      奈良県福祉医療部医療政策局疾病対策課がん対策係  電話:0742-27-8928 FAX:0742-27-8262 質問票提出期間  平成30年５月21日（月）～平成30年５月25日（金）午後５時まで 
 質問への 
   回答       平成30年５月28日（月）までに、「奈良県疾病対策課ホームページ」上にて回答を掲載する。 ただし、競争上の地位、内容に密接に関わるものについては、質問者に対してのみFAXにて回答する。  ９ 企画提案書等の提出 （１）提出書類   以下の書類を、Ａ４片面（必要に応じＡ３折り込みも可）で提出すること。  ・【様式３】企画提案書  ・【様式４】配置要員経歴（総括責任者 または 分析担当者 用）  ・【様式５】配置要員経歴（担当者用）  ・【様式６】医療・介護関連のデータ分析、政策評価の業務実績  ・【様式７】業務のスケジュール  ・【様式８】関連データから分析可能な項目、観点及び分析方法等の提案  ・【様式９】学識者の案及び助言・指導等の体制  ・【様式 10】意見交換会実施に向けての提案 



・【様式 11】見積書    内訳がわかるようにし、金額は消費税込みの金額を記入すること。 （２）提出部数     正本１部、副本５部 （副本には、応募者の名称が推測されるような記載や、用紙の使用はしないこと） （３）提出期限     平成 30 年６月８日（金）午後５時 （４）提出方法     持参又は郵送による。郵送の場合は、書留郵便のほか、簡易書留、宅配便等配達されたことが確認できる方法により、期限までに必着すること。 （５）提出場所     〒630-8501 奈良市登大路町 30番地      奈良県福祉医療部医療政策局疾病対策課がん対策係      電話:0742-27-8928 FAX:0742-27-8262  （６）提出書類作成にあたる留意点 ・この事業は、第３期奈良県がん対策推進計画の最終目標である「がんの 75歳未満年齢 調整死亡率の減少」の実現に向け、「医療の質の充実」及び「データに基づいたがん対策 の推進」をめざし、実施するものである。 ・各種データから分析可能な項目・観点・分析方法等については、県からの提供データ や国等のオープンデータなど活用できるデータを用い、具体的に記載すること。【様式８】 ・拠点病院等や南和医療圏へのがん対策の今後の方向性等の提言を行っていくため、が ん対策関連データの調査分析・保健・医療関係の計画策定・公衆衛生学等の知見をもつ 学識者の助言・指導がとれるような体制をわかりやすく記載すること。【様式９】 ・また、整理・分析、今後の方向性の検討の場として、意見交換会を設定しているため、 具体的・効果的に実施できるような提案を記載すること。【様式 10】 （７）その他  ・提案は、各応募者１案とする。  ・使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。  ・文字の標準サイズは、10pt とする。最高サイズは特に指定しないが、最低サイズは８
pt までとする。ただし、図表中等やむを得ない部分はこの限りではない。書体は任意とする。  10 企画提案書等の審査  本説明書及び仕様書等に基づき提出された企画提案書等について、「ならのがん医療見える化推進事業委託業務事業者選定委員会」により評価を行う。  



 審査方法              

 提出された企画提案書等について、企画提案者によるプレゼンテーション審査を実施し、最優秀提案者を選定する。  ①審査予定日：別に通知する日時（平成30年６月中旬頃を予定）  ②場所：奈良県庁（奈良市登大路町30番地）内もしくはその周辺で、別に通知する場所  ③時間：１提案者あたりの説明時間は25分を予定し、内訳は次のとおり とする。       プレゼンテーション：15分                 質疑応答：10分  ④出席者：審査会場の入室は３名までとし、主たる説明者は、当該業務を実施する際の総括責任予定者とする。  ⑤その他 ・プレゼンテーションの内容は、提出した提案書等の内容とする ・天災またはやむを得ない事情を除き、プレゼンテーション審査会当日 の指定日時までに会場に到着できなかった場合には、失格となる。 審査基準    ・提出された企画提案書等は、別記「評価対象事項」に基づき評価する。 ・全審査委員の得点の平均が60点以上で、かつそれぞれの評価項目で全審査委員の得点の平均が５割以上であり、審査委員の合議がある場合は、合計点数の最も高い事業者を最優秀提案者として特定する。なお、提案者が１者の場合もこれを適用する。 

 審査結果   ・審査結果は、企画提案書提出者全員に対し文書により通知する。 ・企画提案書提出者から申し出があり、上記結果通知文書を疾病対策課に持参し、提出者と同一（その構成員である場合も含む。）であることを確認できた場合には、提出者の順位、合計点及び評価項目ごとの得点を記載した書類を閲覧できるものとする。ただし、審査結果に対する異議申し立ては一切受け付けない。  11 業務委託契約の締結について   審査の結果、選定された最優秀提案者を受託者として特定した後、速やかに委託業務内容等について打ち合わせを行い、契約内容等の確認をし、奈良県契約規則に基づき業務委託契約を速やかに締結するものとする。   また、契約に際しては、正式の見積書を提出することとする。   奈良県と合意に達した契約候補者は、奈良県契約規則第 19号第１項各号に該当する場合を除き、契約締結と同時に契約保証金（契約金額の 10％）を納めなければならない。ただし、契約者が奈良県契約規則第 19条第１項各号に該当する者であるときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除できるものとする。 なお、受託者として特定された事業者の理由のない契約手続きの遅延に対しては、特



定の取り消しをすることとする。取り消しになった場合は、原則、審査において次点となった事業者を受託者として、同様の手続きを行う場合がある。ただし、その場合も、全審査員の得点の平均が 60点以上でかつそれぞれの評価項目で５割以上の得点があることとする。  12 契約の不締結 契約候補者が契約の締結までに下記要件のいずれかに該当すると認められるときは、 契約候補者と契約を締結しないものとする。 （１）役員等が暴力団員であるとき。 （２）暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。 （３）役員等がその属する法人等、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 （４）役員等が、暴力団員又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。 （５）上記（３）及び（４）に掲げる場合のほか、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 （６）奈良県が発注する物品購入等の契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以下「下請契約等」という。）に当たり、その相手方が上記（１）から（５）までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。 （７）下請契約等に当たり、上記（１）から（５）までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合（上記（６）に該当する場合を除く。）において、契約担当者が契約の相手方に対して当該下請契約等の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。 （８）奈良県が発注する物品購入等の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を契約担当者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。  13 契約の解除 契約締結後、契約の相手方が 12.（１）～（８）のいずれかに該当すると認められる ときは、契約を解除することがある。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生 じる。  14 その他留意事項 （１）本プロポーザルに参加する者は、企画提案書の提出をもって、本募集説明書及び仕様書の記載内容を承諾したものとみなす。 （２）企画提案書及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通



貨に限る。 （３）提出書類の作成、提出等に要する費用は各事業者の負担とする。 （４）提出された提案者の書類は返却しない。 （５）提出された提案者の書類は、奈良県情報公開条例（平成１３年３月３０日奈良県条例第３８号）に基づき、情報を開示する場合がある。 （６）提出期限以降に企画提案書の差し替え及び追加、削除は一切認めない。 （７）参加申込書の提出後、契約締結までの手続き期間中に次のいずれかに該当すること が判明した場合は、以後の本件に関する手続きの参加資格を失うものとする。また 該当する者が受託業者として特定されている場合は、次の順位の者と手続きを行う場 合がある。ただし、全審査委員の得点の平均が 60 点以上で、かつそれぞれの評価項目 で全審査委員の得点の平均が５割以上であることとする。   ①上記「３．参加資格等」に定めた資格が備わっていないとき。   ②提出のあった提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、期日の定める日までにその補正に応じないとき。 ③提出書類に虚偽又は不正があったとき。 ④提案書等の受付期限までに所定の書類が揃わなかったとき。 ⑤その他不正な行為があったとき。 （８）入札参加停止等の事由に該当する者が受託者として特定されている場合は、次の順位の者と手続きを行う場合がある。ただし、全審査委員の得点の平均が 60 点以上で、かつそれぞれの評価項目で全審査委員の得点の平均が５割以上であることとする。 （９）受託者は業務の一部を委託することができるが、その場合は、再委託先ごとの業務 の内容、実施の体系図及び工程表、再委託先の概要及びその体制と責任者を明記した ものを事前に書面で報告し、奈良県の了解を得なければならない。 （10）本業務の詳細事項及び進め方については、奈良県の指示に従うこと。 （11）その他の定めのない事項については、地方自治法、同法施行令及びその他関係法令 並びに奈良県個人情報保護条例、奈良県会計規則及びその他の奈良県が制定する関係 条例・規則等に従うものとする。 
  



 別記「評価対象事項」 評価項目 評価事項 配点 
1 事業者適格 【２０点】 ①実施体制 10 点   【総括責任者の経歴】本業務を実行する上で有効であるか。   【担当者の経歴】本業務を実行する上で有効であるか。 ②業務実績 10 点   医療・介護関連のデータ分析、分析結果を活用した施策の提案に関する実績が、本業務を実行する上で有効であるか。 2 業務基本事項 【１０点】 ①業務のスケジュール 10 点    実施内容とスケジュールに整合性がとれ、実現可能であるか。 
3 企画内容 【６０点】 

①関連データから分析可能な項目、観点及び分析方法等の提案 20 点    分析可能な項目及び分析方法等の提案について、具体的・実現可能な内容となっているか ②学識者の案及び助言・指導等の体制について 20 点    学識者は、がん対策関連データの調査分析、計画策定、公衆衛生学等の知見をもつ者となっているか。また、適宜、連絡・相談等できる体制をとっているか ③意見交換会実施に向けての提案 20 点    意見交換会の運営や意見聴取の方法等について、具体的・効果的な提案内容となっているか 4 経費の妥当性 【１０点】  10 点   合     計 100 点 
 


